
関係者（差別を
行ったとされた
方又は機関など）

相談機関・調整委員会・条例推進委員会（第10～18条関連）

基幹相談支援
センター

障がいのある人、
その保護者
又は関係者
(差別的行為を
受けた方など)

①相談

②調整 ②調整

※③助言・あっせん
の申立て

④事実調査
④事実調査

(④事実調査) (④事実調査)

③´連携（助言・あっせんの
申立てがあった場合）

障がい福祉課（専門指導員）

基幹相談支援
センター

基幹相談支援
センター

基幹相談支援
センター

【所掌事務】
(1)差別的対応を受けた方の相談受付
(2)関係者への必要な説明及び関係者間の調整
(3)関係行政機関又は利用できる制度の紹介
(4)関係行政機関への相談に係る事実の通告
(5)助言及びあっせんの申立ての支援

相談機関

不当な差別的行為を
行った方、又は機関

①相談

※③助言・あっせん
の申立て

【資料４】
新潟市障がい福祉課
平成26年10月16日
第12回条例検討会資料

差別をしたと
認められる者

調整委員会
（紛争解決機関）

市 長

⑤助言・あっせん
の審議を求める

⑦助言・あっせん
の進言

※⑧助言・あっせん
※⑧助言・あっせん

※⑨勧告・意見陳述・公表

条例推進会議

◎障がい者差別の未然防止の機関

【所掌事務

(1)市長の諮問に応じ、障がい等を理由とした差別に係る
事項の調査審議

(2)調査結果に基づき、市長に対して助言又はあっせんの
進言を行うこと】

※地方自治法第138条の４第3項に基づく附属機関

【所掌事務

(1)制度、習慣、慣行等が背景にあって構造的に繰り
返される差別に係る問題の解決に関すること

(2)障がい及び障がいのある人に対する市民の理解を
深め、差別を解消するための具体的な取組みについて
協議し、又はその取組みに関する情報を発信すること

(3)障がい等を理由とした差別の解消に関する周知啓
発又は研修を行い、人材育成に努めること】

※地方自治法第138条の４第3項に基づく附属機関

⑥調査
⑥調査

合理的配慮の不提供
を行った機関(市)

※③助言・あっせんの申立て…相談機関で調整
が図られない事項
※⑧助言・あっせん…調整委員会が助言・あっ
せんを行うことが相当と認めるとき（差別と認
められない場合を含む）
※⑨勧告・意見陳述・公表…差別をしたと認め
られる者


